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近
代
日
本
研
究
第
二
十
三
巻
（
二
〇
〇
六
年
）

資
料
紹
介

『福
沢
諭
吉
全
集
』
(
一
九
六
三
年
刊
)
未
収
録

幕
末
外
交
文
書
訳
稿
十
三
篇

小

野

修

三

解
題

凡
例

 

 
本
稿
は
慶
應

義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
が

『福
沢
関
係
文
書
』

(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)
を

一
九
九

一
年
に
編
集
し
、
雄
松

堂
出
版
よ
り
刊
行
す
る
際
に
、
福
沢
諭
吉
関
係
資
料

(F
分
類
)
草
稿

(5
)
訳
稿

(B
)
の
な
か
に
収
録
し
た

『福
沢
諭
吉
全

集
』

(
一
九
六
一三
年
刊
)
未
収
録
幕
末
外
交
文
書
訳
稿
十
七
篇
の
う
ち
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
て
二
〇
〇
六
年
四
月
現
在
で

複
写
を
許
可
さ
れ
た
同
訳
稿

の
十
三
篇
に
就
き
、
そ
の
複
写
物
と

『福
沢
関
係
文
書
』
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)
の
両
方
を
参

照
し

て
、
福
沢
諭
吉
に
よ
る
訳
稿
お
よ
び
そ
の
原
本
た
る
外
交
文
書
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
し
た
が

っ
て
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
た
る

『福
沢
諭
吉
全
集
』
に
未
収
録
の
幕
末
外
交
文
書
訳
稿
と
は
、
本
稿
を
作
成
し
た
者
た

ち
が
見
出
し
た
そ
れ
で
は
な
く
、
か
つ
て
の

『福
沢
関
係
文
書
』
(
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
版
)
作
成
作
業
の
な
か
で
発
見
さ
れ
た

も

の
で
あ
り
、
言
葉
の
厳
密
な
る
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な

い
こ
と
を
初
め
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

一
九
九

一
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年
度

に
完
成
を
見
た

『福
沢
関
係
文
書
』
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)
の
価
値
を
既
め
る
意
図
で
の
言
明
で
は
な
く
、
福
沢
諭
吉

が
幕
末
に
命
じ
ら
れ
た
外
交
文
書
翻
訳
作
業
全
体
を
、
そ
の
原
本
た
る
外
交
文
書
と
共
に
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
考
察
す

る
大
き
な
仕
事

の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
決
意
の
表
明
と
解
釈
願
い
た
い
。

 
原
本
た
る
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
、
今
回
七
篇
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
原
文

(う
ち
二
篇
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
ド
イ
ツ
語
訳
が
付

属
)
と
六
篇
の
英
語
の
原
文
を
各
訳
稿

へ
の
注
と
し
て
掲
載
し
た
。
本
稿
で
は
そ
の
七
篇
の
オ
ラ
ン
ダ
語
、
六
篇
の
英
語
の
翻
訳

ま
た
校
訂
に
係
わ

っ
た
福
沢
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
前
者
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
書
の
う
ち
今
記
し
た

よ
う

に
二
篇
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
ド
イ
ツ
語
訳
が
付
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
二
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
の

「全
権
ミ
ニ
ス
ケ

ル
」

(公
使
)、
ド
イ
ツ
の

「
コ
ン
シ
ュ
ル
」

(領
事
)
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で
は
そ
れ
ら
が
主
文
で
、
そ
れ
に
オ

ラ
ン
ダ
語
訳
が
付
属
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
篇
に
関
す
る
限
り
は
、
こ
こ
で
の
福

沢

の
訳
業
は
重
訳
で
あ

っ
た
。
し
か
し
福
沢
と
し
て
は
当
時
の
日
本
側
の
建
前
と
同
じ
く
、
正
文
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
受
け

取
り
、
そ
の
正
文
た
る
オ
ラ
ン
ダ
語
を
翻
訳
し
、
回
覧
に
付
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

 
今
回
の
こ
れ
ら
原
文
の
判
読
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
に
関
し
て
は
文
学
部
助
教
授
納
富
信
留
氏
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ

・
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大

学
教
授
テ
オ

・
フ
ァ
ベ
ー
ク
氏
、
ド
イ
ツ

語
に
関
し
て
は
商
学
部
教
授
ヴ
ァ
ル
タ
ー

・
フ
ォ
ー
グ
ル
氏
、

フ
ラ
ン
ス
語
に
関
し
て

は
同
じ
く
商
学
部
専
任
講
師

フ
ィ
リ
ッ
プ

・
コ
ミ
ネ
テ
ィ
氏
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
協
力
を
賜

っ
た
。
心
か
ら
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
ご
専
門
の
納
富
信
留
氏
に
は
現
在

ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
留
学
中
の
と
こ
ろ
、
同
僚
の
フ
ァ
ベ
ー
ク
教
授

に
も
協
力
頂
き
、
大
量
の
オ
ラ
ン
ダ
語
判
読
作
業
に
従
事
し
て
頂
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
方
角
に
足
を
向
け
て
寝
ら
れ
な

い
次
第
で

あ

る
。
ま
た
、
慶
應

義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
小
室
正
紀
経
済
学
部
教
授
、
日
吉
の
同
僚
ヘ
レ
ン

・
ボ
ー
ル
ハ
チ

ェ
ッ
ト

経
済
学
部
教
授
に
も
ご
助
力
頂

い
た
。
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な
お
本
稿
で
は
、
そ
の
判
読
さ
れ
た
原
文
と
訳
稿
と
の
内
容
に
関
す
る
比
較
分
析
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
種
の
比
較
分

析
も
翻
刻
作
業
と
平
行
し
て
今
後
進
め
る
べ
き
作
業
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
原
文
と
訳
稿
と
が
共
に
公
的
に
利
用
可
能
に
な
る
こ
と

に
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
。

 

ま
た
福
沢
の
職
務
自
体
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
鎖
国
か
ら
開
国
へ
と
政
策
転
換
を
行
な

っ
た
徳
川
幕
府
が
、
安
政
五

年

(
一
八
五
八
年
)
七
月
外
交
事
務
処
理
の
た
め
に
新
設
し
た
外
国
奉
行
に
、
福
沢
は

「
五
十
之
日
当
番
」
(『福
沢
諭
吉
書
簡
集
』

第

一
巻
、
四
三
ペ
ー
ジ
)
、
つ
ま
り
五
日
、
十
日
、
十
五
日
と
五
日
置
き
に
出
勤
し
て
、
「外
国
の
公
使
領
事
か
ら
政
府
の
閣
老
又

は
外
国
奉
行
へ
差
出
す
書
簡
を
翻
訳
す
る
」

(『福
翁
自
伝
』
)
任
務
を
遂
行
し
て
い
た
。
元
治
元
年

(
一
八
六
四
年
)

一
〇
月
に

は

「外
国
奉
行
支
配
調
役
次
席
翻
訳
御
用
被
仰
付
」
と
の
任
命
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
そ
の
書
簡

に
よ

っ
て
わ
か
る

(『福
沢
諭

吉
書
簡
集
』
第

一
巻
、
四
〇
ぺ
ー
ジ
)。
ラ
イ
ン
と
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
区
別
で
あ
れ
ば
、
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
の
翻
訳
方
の
仕
事
で

あ

っ
た
が
、
今
日
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が

「外
務
省
引
継
文
書
」
と
し
て
整
理

・
保
管
し
て
い
る
、
本
稿
原
文
を
含
む
江
戸
幕

府

の
外
交
文
書
を
見
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
逆
に

「政
府

の
閣
老
又
は
外
国
奉
行
」
か
ら

「外
国
の
公
使
領
事
」

へ
差
出
さ
れ
た
書

簡

の
原
文
お
よ
び
そ
の
訳
稿
も
、
翻
訳
者
の
署
名
は
な
い
が
、
混
じ
っ
て
い
る
の
で
、
福
沢
の
職
務
は
福
沢
が
証
言
し
て
い
る
以

上

の
事
柄
も
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
以
下
の
本
稿
本
文
中
に
も
見
え
る

「返
翰
」
で
あ
る
。

 
と
は

い
え
、
本
稿
で
の
福
沢
の
翻
訳
な
い
し
校
訂
は
す
べ
て

「外
国
の
公
使
領
事
」
発
の
外
交
文
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

内

訳
で
は
イ
ギ
リ
ス

(不
列
顛
)
か
ら
四
通
、
オ
ラ
ン
ダ

(荷
蘭
)
か
ら
三
通
で
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
英
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で

記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ギ
ー

(白
耳
義
)
と
ス
イ
ス

(瑞
西
)
か
ら
は
各
二
通
で
そ
れ
ぞ
れ
オ
ラ
ン
ダ
語
、
英
語

で
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス

(佛
蘭
)
と
ド
イ
ツ

(李
漏
生
)
か
ら
が
各

一
通
で
共
に
オ
ラ
ン
ダ
語
で
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
フ
ラ
ン

ス
と
ド
イ
ツ
か
ら
の
文
書
に
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
文
書
が
付
属
し
て
い
た
。
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今

回
の
翻
刻
の
方
針
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

1
 
表
記
は
原
則
と
し
て
原
文
通
り
と
し
た
。

H
 
判
読
不
能
な
文
字
の
個
所
は
□
で
示
し
た
。
虫
喰
い
の
個
所
は
同
時
に
ル
ビ
で

〈虫
損
〉
と
そ
の
旨
を
示
し
た
。

皿
 
抹
消
さ
れ
て
い
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
判
読
出
来
る
限
り
記
載
し
、
当
該
個
所
を

〔 
〕
で
括
り
、
行
間
に

〈抹
消
〉
と

 
注
記
し
た
。

N
 
欧
文
に
お
い
て
不
確
か
だ
が
、
こ
う
読
む
に
違

い
な
い
と
思
わ
れ
た
箇
所
は
下
線
を
付
し
て
示
し
た
。
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
体

 

の
箇
所
は
活
字
印
刷

の
部
分
で
あ
る
。

V
 
助
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た

「而
」
「江
」
は
そ
の
文
字
の
ま
ま
で
、
若
干
フ
ォ
ン
ト
を
落
と
し
て
記
し
た
。

W
 
原
文
お
よ
び
訳
稿
の
掲
載
順
序
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
作
成
年
月
日
順
で
は
な
く
、
「外
務
省
引
継
文
書
」
第
何
号
と
い
う

 
形
で
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

の
整
理
順

(請
求
記
号
順
)
と
し
た
。
原
文
の
マ
イ
ク
ロ
を
参
照
す
る
に
は
、
そ
の
方
が
便
利

 

な
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
文
に
ペ
ー
ジ
数
は
振
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
本
稿
で
は
本
稿

の
掲
載
順
に
蘭
文
1
、
蘭
文
2

 

と
い
う
具
合
に
識
別
し
た
。
し
た
が

っ
て
ー
、
2
と
い
っ
た
数
字
が
原
文
に
は
付
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
蘭
文
、

 

英
文
と

い
っ
た
文
字
も
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の

「外
務
省
引
継
文
書
」

の
由
来
に
関
す
る
研
究
と
し

 

て
、
田
中
正
弘

『近
代
日
本
と
幕
末
外
交
文
書
編
纂

の
研
究
』

(思
文
閣
出
版
、
平
成

一
〇
年
)
、
と
り
わ
け
そ
の
第

二
部
第

 

三
章
第
四
節

「外
務
省

に
お
け
る

『幕
末
外
交
文
書
集
』
の
編
纂
と
編
纂
事
業
の
東
京
帝
国
大
学
移
管
問
題
」
が
あ
り
、
そ

 
う
し
た

「外
務
省
引
継
文
書
」

の
由
来
に
係
わ
る
各
文
書

の
整
理
票
の
部
分
も
付
属
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

W
 
訳
稿
が
当
時
外
国
奉
行
内
外
で
回
覧
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
、
小
印
の
押
印

(㊥
と
し
て
表
記
)
や
花
押
の
箇
所
ま
た
そ
れ

 

以
外
の
書
き
込
み
の
箇
所
は
、
『福
沢
諭
吉
全
集
』
(
一
九
六
三
年
刊
)
で
は
省
略
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
を
含
め
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て

一
つ
の
歴
史
文
書
と
し
て
翻
刻
し
た
。
な
お
外
国
奉
行
内
の
回
覧
に
係
わ
る
部
分
の
判
読
に
関
し
て
は
、
加
藤
英
明

「徳

 
 
川
幕
府
外
国
方

"
近
代
的
対
外
事
務
担
当
者
の
先
駆
1
そ
の
機
構
と
人
1
」
(『名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
第
九
三
号
、

一
九

 
 

八
二
年
所
収
)
を
特
に
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。

 
本
稿
作
成
に
当
た

っ
て
は
、
前
述
の
通
り
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
ご
協
力
を
頂
い
た
。
ま
た
慶
應

義
塾
に
お
け
る
平
成
十
八

年
度
松
永
記
念
文
化
財
研
究
基
金
に
よ
る
研
究
補
助
を
受
け
た
。
共
に
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
す
。

一覧
表外

務
省
引
継
文
書番号および名称

発
信
国

原
文
お
よ
び

そ
の

通
し
番号

翻
訳
者
・

校
閲
者

 
第
六
六
五
号旧記 濱御殿

拝観

一

件

オ

ラ
ン

ダ

蘭
文
1

訳
・

福
澤
諭
吉

 
第
六
六
九
号旧記 年賀一件

 外

國
之
部

フ

ラ

ン

ス

蘭
文
2〔仏文の

原

文
も

有
り〕

訳
・

福
澤
諭
吉

 
第
六
七
〇
号旧記年賀一件

 本

邦
之
部

 、イギ

リ

ス

英
文
1

訳
・

福
澤
諭

吉

 
同
右同右

 、イギ

リ

ス

英
文
2

訳
・

福
澤
諭
吉

 
同
右同右

ス

イ

ス

英

文
3

訳
・

山

内
六
三

郎校・福澤諭吉

 
同
右同右

オ

ラ
ン

ダ

蘭文

3

訳
・

山

内
六
三

郎校・福澤諭吉
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 同

右同右

ド

イ

ツ

蘭
文
4〔独文の

原
文
も
有
り〕

訳
・

山

内
六
三

郎訳・福澤諭吉

 
同
右同右

 、イギ

リ

ス

英
文
4

訳
・

山
内
六
三

郎校・福澤諭吉

 
第
六
七
二
号旧記 吊喪一

件
 本

邦
之
部

ベ

ル

ギ

ー

蘭
文
5

訳
・

福
澤
諭吉

 
第
八
八
七

号旧記 英國漁
船
ケ
ス
ト
レ
ル

號
二

封
シ
小

倉
ノ
壷

場
ヨ

リ
砲

撃
一

件

 、イギ

リ

ス

英
文
5

訳
・

箕
作
貞
一

郎校・福澤諭吉

 
第
一

〇
〇

六
号蘭國來翰 一八

六
七
、

六
八
、

六
九

年

オ

ラ
ン

ダ

蘭
文
6

訳
・

福
澤
諭吉

 
第
一

〇
一

四

号瑞西國來翰 一
八

六
六

年

ス

イ
ス

英
文
6

訳
・

福
澤
諭吉

 
第
一

〇
二
三

号白國來翰自一
八

六
五

年
至
六
七
年

ベ

ル

ギ
ー

蘭
文
7

訳
・

杉
田
玄

瑞校・福澤諭吉
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外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
六
五
号
 
「旧
記
 
濱
御
殿
拝
観

一
件
」
所
収

蘭
文
1
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㊥
筑
前
守

㊥
甲
斐
守

㊥
加
賀
守

 
備
中
守

㊥
日
向
守

㊥
伊
豫
守

丙
寅
八
月
五
日

二
百
九
十
五

 

 

 

 
号

百
二
十
七

謝
詞
□
と
い
ふ
迄

二
付

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

八
月
 
外
国
方

寺
社
奉
行
衆

大
目
付
衆

御
勘
定
奉
行
衆

御
目
付
衆

吟
味
役
衆

 
㊥
宮
田
文
吉

 
㊥
斉
藤
栄
助

 
 
鵜
飼
弥

一

花
押
水
品
楽
太
郎

 
 
向
山
栄
五
郎

 
 
御
書
簡
掛
㊥

 
 
 
 
千
八
百
六
十
六
年
第
九
月
十
二
日
 
江
戸
二
於
て

江
戸
外
國
事
務
宰
相
閣
下
二
呈
す

濱
御
殿
の
拝
見
を
許
さ
れ
た
る
は
余
井

二
上
海
在
留
荷
蘭
ワ
イ
ス
コ
ン
シ

ュ
ル
馨
師

「ボ
ー
ド
イ
ン
」

「
ガ
ラ
テ
マ
」
に
於
て
深
く
閣
下
江
謝
す
る
所
な
り
此
園
庭
は
余
輩
こ
れ
ま
て
日
本

二
於
て
見
物
せ
し

中
二
而
最
も
美
を
極
め
た
る
場
所
な
り

恐
憧
敬
白
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三
百
六
十
三
番

外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
六
九
号
 
「旧
記

 
 
蘭
文
2

〔仏
文

の
原
文
も
有
り
〕

日
本
在
留
荷
蘭
の
ポ
リ
チ
ー
キ
ア
ゲ
ン
ト
兼

コ
ン
シ
ュ
ル
セ
ネ
ラ
ー
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

デ

ガ
ラ
ー
フ

フ
ハ
ン
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク

謝
詞
中
述
シ
マ
テ
ナ
ル
ヲ
以
テ
回
答
二
及
バ
サ
リ
シ
モ
ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
澤
諭
吉
訳

年
賀

一
件
 
外
國
之
部
」
所
収

298

 

 
癸
亥
十

一
月
廿
五
日
差
出
□
□
河
内
守
殿
□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
宮
田
文
吉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
由
比
太
左
ヱ
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
八
百
六
十
四
年
第

一
月

一
日
横
濱
に
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
書
簡
掛
花
押

 
 
貞
太
郎
 
 
 
 
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す

 
㊥
三
郎
太
郎

 
㊥
筑
後
守
 
 
 
 
台
下
我
國
の
新
年
に
附
き
余
に
贈
り
給
へ
る
書
翰
を
謹
て
落
手
し
た
り

 
㊥
肥
後
守
 
 
 
 
此
誠
意
に
封
し
て
余
が
感
謝
す
る
意
を
台
下
に
謹
し
且
此
序
を
以
て
余
日
本
國
及
ひ
大
君
殿
下
井
二
台

花
押
伊
豫
守
 
 
 
 
下
の
幸
福
を
祈
願
す
る
意
を
台
下
に
告
く
 
恐
憧
敬
白

 
 
甲
斐
守

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
在
留
佛
蘭
西
の
全
権
ミ
ニ
ス
ケ
ル
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寺
社
奉
行
衆

㊥
大
目
付
衆

㊥
御
勘
定
奉
行
衆

㊥
御
目
付
衆

㊥
吟
味
役
衆

三
百
六
番
㊨

外
務
省
引
継
文
書

 
 
英
文
1

乙
丑
正
月
三
日

第
六
七
〇
号
 
「旧
記

 
 
 
 
 
ヂ
ュ
セ
ン
デ
ベ
レ
ク
ル
手
記

書
記
役
兼
通
弁
官

 
 
 
 
 
ア
ル
ホ
ン
セ
ス
ワ
ン
デ
ル
ウ
ー
直
訳

 
 
 

此
往
翰
本
月
廿
二
日
ノ
条

二
載
ス
回
答
ナ
ル
ニ
ョ
リ

 
 
 

返
翰

二
及

ハ
ス

〔旨
原
書

二
記
載
ア
リ
〕
ヨ
シ

年
賀

一
件
 
本
邦
之
部
」
収
録

 
 
千
八
百
六
十
五
年
第

一
月
二
十
七
日

 
 
女
王
殿
下
の
使
臣
館

二
而

江
戸
外
國
事
務
宰
相
台
下
二
呈
す

横
濱

二
あ
る

福
沢
諭
吉
訳
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記
名
の
者
即
チ
不
列
顛
女
王
殿
下
の
チ
ャ
ー
ル
ジ
ダ

ッ
フ
ェ
ー
ル
謹
て
台
下
江
新
年
を
祝
し
且
両
國
の

交
際
昨
年
中
の
如
く
同
様
に
満
足
す

へ
き
有
様
な
ら
ん
こ
と
を
謹
す
 
恐
憧
敬
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ
ャ
ー
レ
ス
 
ウ
ヰ
ン
チ
ェ
ス
ト
ル

300

 

㊨

返
翰
本
月
十
二
日
ノ
条
二
載
ス

外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
七
〇
号
 
「旧
記
 
年
賀

一
件
 
本
邦
之
部
」
収
録

英
文
2

丑
正
月
三
日
差
出

乙
丑
正
月
三
日

 
 
千
八
百
六
十
五
年
第

一
月
二
十
七
日
横
濱

二
而

江
戸
外
國
奉
行
足
下

二
呈
す

記
名
の
者
即
チ
日
本
在
留
不
列
顛
女
王
殿
下
の
使
臣
館
附
き
書
記
官
謹
て
足
下
江
新
年
を
祝
し
且
此
ま

て
の
如
く
同
様
に
双
方
の
間
懇
親
交
誼
の
持
績
せ
ん
こ
と
を
謹
す
る
な
り
 
恐
憧
敬
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ル
チ
ン
 
ド
ー
メ
ン

㊨

返
翰
本
月
十
二
日
ノ
条
二
載

ス



外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
七
〇
号
 
「旧
記
 
年
賀

「
件
 
本
邦
之
部
」
収
録

英
文
3
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㊨

丙
寅
正
月
三
日
□
□

 
 
 
千
八
百
六
十
六
年
第
二
月
十
五
日
 
横
濱

 
 
 
 
 
呈

 
 
 
江
戸
外
國
事
務
宰
相
台
下

 
新
年
の
始

二
於
て
余
謹
而
台
下
二
余
の
祝
詞
を
述

へ
客
歳
中
我
の
政
府
に
表
さ
れ
た
る
親
睦
の
交
際
あ

 
り
し
こ
と
を
謝
し
其
交
際
曽
て
絶
す
る
こ
と
な
く
客
歳
中
の
如
く
連
績
せ
ん
こ
と
を
懇
願
す
 
謹
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在
日
本
瑞
西
仮

コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
ネ
ラ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ト
ル
ヘ
 
リ
ン
ト
ウ

返
翰
本
月
七
日
ノ
条

二
載

ス

外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
七
〇
号
 
「旧
記
 
年
賀

一
件
 
本
邦
之
部
」
収
録

山
内
六
三
郎
訳

福
沢
諭
吉
 
校
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蘭
文
3

302

 

 
丙
寅
正
月
三
日

七
十
三

 
 
 

号

二
十
九

壱
番
㊨

 
 
 
千
八
百
六
十
六
年
第
二
月
十
五
日
 
金
川
二
而

江
戸
外
國
事
務
宰
相
台
下

二
呈
す

日
本

の
新
年
來
る
二
付
余
中
心
懇
親
な
る
祝
詞
を
述
さ
る
を
得
す
 
余
か
祈
望
す
る
所
は
当
年
日
本
國

中
太
平
無
事
に
し
て
且
荷
蘭
政
府
と
帝
国
日
本
と
多
年
來
懇
親
な
る
交
際
を
存
す
る
の
ミ
な
ら
す
益
々

交
誼
を
厚
く
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
 
恐
憧
敬
白

日
本

在

留

荷

蘭

の
ポ

リ

チ

ー

ケ

ア

ゲ

ン
ト

兼

コ

ン
シ

ュ
ル
 

ゼ

ネ

ラ

ー

ル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ド

デ

ガ

ラ

ー

フ

フ

ハ
ン
ホ

ル

ス
ブ

ル

ッ
ク

返
翰
本
月
九
日
ノ
条
二
載
ス

山
内
六
三
郎

 
 
 
 
 
訳

福
沢
諭
吉
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外
務
省
引
継
文
書
 
第
六
七
〇
号
 
「旧
記
 
年
賀

一
件
 
本
邦
之
部
」
収
録

 
 
蘭
文
4

〔独
文
の
原
文
も
有
り
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
丙
寅
正
月
参
差
出
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
八
百
六
十
六
年
第
二
月
十
五
日
 
金
川
二
於
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
國
奉
行
足
下
二
呈
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
の
新
年
二
付
余
謹
而
台
下
の
幸
福
を
祝
し
且
李
漏
生
と
日
而
本
と
の
懇
親
な
る
交
際
永
続
し
固
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
ん
為
メ
余
ハ
中
心
の
祈
願
を
白
す
 
敬
白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
在
留
王
國
享
漏
生
の
コ
ン
シ
ュ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ラ
ン
ト
手
記

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
ヌ
リ
ス
ネ
ル
訳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返
翰
本
月
七
日
ノ
条
二
載
ス

山
内
六
三
郎

 
 
 
 
 
訳

福
澤
諭
吉

303



外
務
省
引
継
文
書

 
 
英
文
4

第
六
七
〇
号
 
「旧
記
 
年
賀

一
件
 
本
邦
之
部
」
収
録
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丙
寅
正
月
三
日
□

 
 
千
八
百
六
十
六
年
第
二
月
十
五
日

不
列
顛
猫
派
公
使
全
権
ミ
ニ
ス
ト
ル
」
 
シ
ル
、
ハ
ル
リ
ー
、
パ
ル
ク
ス

カ
、
セ
、
ゼ
よ
り

御
老
中
方
台
下
二
呈
す

下
名

の
者
新
年
の
折
二
於
て
台
下
二
祝
詞
を
述

へ
日
本
の
幸
福
愈
増
加
し
台
下
と
下
名
の
者
と
の
交
際

愈
親
睦
な
ら
ん
こ
と
を
信
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拝
具
謹
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在
日
本
不
列
顛
濁
派
公
使

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
権
ミ
ニ
ス
ト
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ
ル
リ
ー
ス
 

ハ
ル
ク
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
返
翰
正
月
七
日
ノ
條

二
載
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
内
六
三
郎
訳



福
沢
諭
吉
校

外
務
省
引
継
文
書

第
六ハ
七
二
号

「旧
記

吊
喪

三
件

本
邦
之
部
」
収
録

蘭
文
5
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丙
寅
九
月
五
日
□
□
□
□

近
江
守

㊥
大
和
守

㊥
筑
前
守

㊥
加
賀
守

備
中
守

花
押
日
向
守

㊥
伊
予
守

□
ロ
ニ
付
御
返
簡

□
□
□
□
□

寅
九
月
 
外
国
方

千
八
百
六
十
六
年
第
十
月
十

一
日
 
横
濱

二
於
て

江
戸
外
國
事
務
宰
相
閣
下

二
呈
す

宮
田
文
吉

斉
藤
栄
助

鵜
飼
弥

三

水
品
楽
太
郎

田
辺
太

一

御
書
簡
掛
花
押

慶
應

二
年
八
月
廿
七
日
附
の
貴
翰
を
落
手
し
セ
イ
ネ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
大
君
の
長
逝
し
給
ひ
し
と
聞

て
之
を
悲
歎
す

余
は
新
君
の
政
府

二
而
日
本
の
幸
福
を
祈
る

恐
憧
敬
白

305

 

ヲ
ー

ギ

ュ

ス
ト

 

テ

 

キ

ン

ト



寺
社
奉
行
衆

大
目
付
衆

御
勘
定
奉
行
衆

御
目
付
衆

吟
味
役
衆
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四
百
三
十

三
番
㊨

此
翰
八
月
廿
七
日
ノ
條

二
載
ス

返
翰
ナ
レ
ハ
別

二
回
答
及

バ
サ
リ
シ
者
ナ
リ

外
務
省
引
継
文
書
 
第
八
八
七
号
 
「旧
記
 
英
國
漁
船
ケ
ス
ト
レ
ル
號

二
封
シ
小
倉

ノ
壷
場

ヨ
リ
砲
撃

三
件
」
収
録

慶
應
二
年

英
文
5

丙
寅
七
月
廿
九
日
□
□
□
□
□

千
八
百
六
十
六
年
第
九
月
六
日

 
 
 
 
 
 
 
不
列
顛
國
公
使
館
於
て
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㊨

外
國
事
務
執
政
閣
下

二
呈
ス

長
嵜
在
留
女
王

マ
ゼ
ス
チ
ー
の
コ
ン
シ
ュ
ル
よ
り
余

二
告
知
し
て
日
ク
第
八
月
十
二
日
二
不
列
顛
蒸
氣

船
ケ
ス
ト
レ
ル
小
倉
の
壼
場
の
傍
を
通
り
た
る
節
発
砲
セ
ら
れ
た
り
○
右
舷
二
目
掛
け
て
十
発
程
も
打

掛
け
其
内
数
発
は
綱
具
に
中
リ

一
発
は
帆
の
上
部

二
翻
リ
た
る
不
列
顛
旗
章
に
中
リ
た
れ
と
も
幸
に
船

は
損
傷
す
る
こ
と
な
し
と
」

余
か
知
れ
る
丈
は
右
の
ケ
ス
ト
レ
ル
船
此
ノ
如
ク
襲
撃
セ
ら
る

・
様
な
る
事
を
為
し
た
る
こ
と
な
し
○

此
船
は
横
濱
よ
り
長
嵜

へ
赴
か
ん
と
す
る
途
中
に
て
外
國
船
常
々
為
す
如
く
夜
中
下
ノ
関
海
峡
に
於
て

碇
泊
し
た
り
○
此
船
は
右
様
の
事
を
為
す
の
十
分
な
る
理
あ
り
其
故
は
大
君
政
府
に
て
外
國

へ
告
知
す

る
こ
と
な
く
始
め
た
る
戦
争
の
模
様
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り

故

二
余
右
船
は
何
等
の
訳
あ
り
て
打
掛
け
ら
れ
た
る
ヤ
了
解
す
る
能
は
ず
且
小
倉
は
長
嵜
の
近
傍
な
る

に
右
襲
撃
の
後
十
五
日
を
歴
て
第
八
月
廿
七
日

二
至
る
ま
で
長
嵜
奉
行
よ
り
女
王

マ
ゼ
ス
チ
ー
の
コ
ン

シ
ュ
ル
へ
右
の
事
件
を
少
し
も
辮
解
す
る
能
は
ざ
り
し
は
驚
く
べ
き
事
な
り

〔然
れ
ど
も
〕
右
の
事
件
を
九
州
二
在
る
日
本
役
人
漆
長
嵜
在
留
女
王

マ
ゼ
ス
チ
ー
の
コ
ン
シ

ュ
ル

へ

急
速
に
辮
解
し
得
ざ
り
し
を
歎
し
余
其
満
足
な
る
返
答
を
得
ん
か
為
に
大
君
政
府
の
上

二
立
て
事
務
を

主
る
執
政

へ
申
出
さ
"
る
を
得
ず

余
思

へ
ら
く
閣
下
右
事
件
は
急
速
に
治
定
す
べ
き
こ
と
な
り
と
考

へ
給
ふ
べ
し
故
に
余
急
速
な
る
返
答

を
望
む
 
恐
憧
敬
白
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日
本
在
留
不
列
顛
女
王

マ
ゼ
ス
チ
ー
の
特
派
公
使
全
権
ミ
ニ
ス
ト
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ル
リ
ー
、
ヱ
ス
、
パ
ー
ク
ス
手
記
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返
翰
八
月
三
日
ノ
條

二
載
セ

為
返
翰

ハ
十
月
廿
二
日
ノ
條

二
載
ス

箕
作
貞

一
郎
訳

福
沢
諭
吉
校

外
務
省
引
継
文
書
 
第

一
〇
〇
六
号
 
「蘭
國
來
翰
 

一
八
六
七
、
六
八
、
六
九
年
」
収
録

蘭
文

6 
 
 
 
丁
卯
十

一
月
十

一
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松
平
太
郎

 
但
馬
守
 
 
 
 
四
百
三
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
斉
藤
栄
助

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号

 
駿
河
守
 
 
 
 
二
百
二
+
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
鵜
飼
弥

一

㊥
甲
斐
守
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㊥
高
畠
五
郎

㊥
加
賀
守
 
 
 
 
 
 
千
八
百
六
十
七
年
第
十
二
月
六
日
 
江
戸
二
お
ゐ
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
西
吉
十
郎

㊥
近
江
守
 
 
⑲
 
江
戸
外
國
事
務
執
政
閣
下
二
呈
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
書
簡
掛

㊥
丹
波
守
 
 
 
 
余
長
崎
よ
り
帰
着
し
十
月
二
十
三
日
附
之
貴
翰
井
二
別
紙
を
も
謹
て
落
手
せ
り
然
る
庭
右
書
面
之
蘭
文
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和
泉
守

 
筑
後
守

㊥
封
馬
守

㊥
清
三
郎

㊥
武
三
郎

五
百
八
十
番
㊨

外
務
省
引
継
文
書

 
 
英
文
6

訳
甚
た
宜
し
か
ら
ず
し
て
其
意
味
を
了
解
す
べ
か
ら
ず
幸

二
し
て
英
公
使
よ
り
サ
ト
ウ
君
の
翻
訳
し
た

る
書
面
之
爲
し
を
得
て
漸
く
先
般
之
大
事
件
を
承
知
し
た
り

右
大
事
件
の
趣
は
余

二
お
ゐ
て
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と

・
思
ひ
ぬ
れ
は
近
便
を
以
て
余
か
政
府
江
報
告
す

べ
し

右
之
如
く
閣
下
よ
り
余

二
報
告
せ
ら
れ
し
趣
井

二
此
後
落
着
之
模
様
を
も
報
し
給
は
る
べ
し
と
之
義

二

付
而
余

ハ
謝
辞
を
述
る
所
な
り

謹
て
恭
礼
を
表
す

日

本

在

留

荷

蘭

の
ポ

リ

チ

ー

キ

ア
ゲ

ン

ト
兼

コ
ン

シ

ュ
ル
ゼ

ネ

ラ

ー

ル

 

 

 

 

 

 

 
ド

デ

ガ

ラ

ー

フ

フ

ハ
ン

ポ

ル

ス
ブ

リ

ッ
ク

只
返
書

マ
テ
ナ
ル
ヲ
以
テ
回
答

二
及
バ
サ
リ
シ
者
也

第

一
〇

一
四
号
 
「瑞
西
國
來
翰
 

一
八
六
六
年
」
所
収

丙
寅
三
月
十
九
日
差
出

ス
同
日
周
防
守
願
江
□
□
□

福
澤
諭
吉
訳
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㊨

 
 
千
八
百
六
十
六
年
第
五
月

一
日
 
横
濱

二
於
て

江
戸
御
老
中
方
台
下
二
呈
す

謹
て
台
下
二
白
す
余
第
五
月
四
日
即
金
曜
日

(我
三
月
廿
日
)
出
府
す
べ
き
の
故
に
翌
五
日
即
土
曜
日

(我
三
月
廿

一
日
)
余
か
官
職

二
任
せ
ら
れ
た
る
書
面
の
爲
し
を
呈
す
る
た
め
台
下
二
面
會
せ
ん
こ
と

を
願
ふ

同
日
台
下
の
た
め
都
合
よ
き
時
刻
を
定
め
給
ふ

へ
し

余
謹
て
大
な
る
尊
敬
を
表
す
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日
本
在
留
瑞
西
合
衆
国
の
ゼ
ネ
ラ
ル
コ
ン
シ
ュ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セ
ー
 
ブ
レ
ン
ワ
ル
ド

外
務
省
引
継
文
書

 
 
蘭
文
7

第

一
〇
二
三
号
 
「白
國
來
翰

返
翰
本
月
廿
日
之
条
二
載

ス

自

一
八
六
五
年
至
六
七
年
」
所
収

福
澤
諭
吉
訳

丙
寅
四
月
十
八
日
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千
八
百
六
十
六
年
第
五
月
三
十

一
日
 
横
濱
に
於
て

江
戸

 
外
國
事
務
執
政
閣
下
に
呈
す

 
余
今
月
十
六
日
閣
下
に
謹
呈
せ
□
書
簡
に
因
り
外
國
奉
行
石
野
筑
前
守
の
尋
問
を
受
け
た
れ
バ
余
筑
前

 
守
を
以
て
閣
下
に
左
件
を
言
上
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
ひ
た
り
、
即
ち
セ
イ
ネ

・
マ
ー
イ

ェ
ス
テ
イ
ト
白

 
耳
義
国
王
よ
り
セ
イ
ネ

マ
ー
イ

ェ
ス
テ
イ
ト
大
君
に
セ
イ
ネ

・
マ
ー
イ

ェ
ス
テ
イ
ト

・
レ
オ
ポ
ル
ド
第

 
□
□
姐
落
□
□
の
王
位
に
登
れ
□
□
□
を
告
知
す
□
書
を
大
君
に
捧
け
し
む
る
為
メ
ニ
余

二
送
り
た
り

 
き
王
國
の
公
使
□
此
の
如
き
主
書
を
他
の
君
主
に
贈
る
に
ハ
自
ら
手
渡
し
す
る
の
例
な
れ
ど
も
方
今
セ

 
イ
ネ

マ
ー
イ
エ
ス
テ
イ
ト
大
君

ハ
大
坂

に
在
ま
せ
バ
閣
下
に
謁
見
を
願
□
□
右
の
書
を
渡
し
之
を
其

 
筋
江
呈
上
す
る
を
請
ふ
こ
と
都
合
宜
し
か
る
へ
し
と
思

へ
る
趣
を
余
外
國
奉
行
江
述

へ
た
り

 
外
國
奉
行
右
の
趣
を
拒
ミ
て
余
に
回
答
を
□
た
る
は
余

二
於
て
大

二
驚
く
所
な
れ
ど
も
此
事
□
必
す
誤

 
解
な
る

へ
し
と
余
は
之
を
信
捺
す
○
仮
令
ひ
閣
下
文
明
諸
国
民
の
相
互

二
尽
す

へ
き
謹
慎
と
敬
礼
と
を

 
軽
率

二
思
ひ
給
ふ
と
も
こ
れ
ま
で
余
が
屡
々
見
る
所

二
檬
て
考
□
□
数
日
前
余
二
贈
れ
る
右
不
承
知

の

 
書
翰
は
閣
下
二
於
て
も
必
す
之
を
捨
給
ふ
べ
し

 
但
し
余
が
最
簡
最
易
と
思
ひ
し
事
不
都
合
な
る
べ
き
と
き
は
余
近
日
大
坂
に
赴
き
直
に
セ
イ
ネ

・
マ
ー

 
イ

ェ
ス
テ
イ
ト
大
君
に
我
顕
明
な
る
君
主
の
王
書
を
手
渡
せ
ん
□
と
を
更
に
良
と
す
べ
し

 
セ
イ
ネ

・
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
大
君
の
□
意
と
其
外
國
に
封
し
て
の
賢
明
な
る
方
略
二
因
て
考
れ
は
セ
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イ

ネ

マ
ー
イ

ェ
ス

テ
イ

ト
大

君

ハ
世

界

の
強

大

な

る
諸

君

主

に
親

交

せ

る
我

顕

明

な

る

國

王

よ

り
贈

り

た

る
告

知

の
書

翰

を

最

も

緊

切
と

し

て
請

取

り

給

ふ

べ
き

こ
と

余

に
於

テ
少

し
も

疑

を

容

レ

さ

る

所

な

り
 

恐

憧

敬

白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ

ー

グ

ス
ト

・
ト

・
キ

ン
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杉

田

玄

瑞

諜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福

澤

諭

吉
校
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IC
I 

m
 

H
-lit 

1 <
~l 

x IC
E

D.de 
Graeff 

Van 
Polsbr

oek

N

Aan

Hunne 
Excellencien 

de 
Ministers

van 
Buitenlandsche 

Zaken 
to

極
罧
N

VertalingExcellentien,

Yedoに

Yokohama, 
1e Janvier 

1864

Ik 
heb 

den 
brief ontvangen, 

die Uw
e 

Excellentien mij 
de 

eer hebben 
gedaan 

mij 
to schrijven, bij

gelegenheid onzer nieuwe 
jaar.

Terwijl ik Uwe 
Excellentien de 

betu
iging mijner 

dank 
toebreng 

voor 
deze oplettendheid, neem 

ik de

gelegenheid waar om 
hun 

to doen kennen
 
de de wenschen 

die ik vorm 
voor het geluk van 

Japan, 
van 

Zijne

Majesteit den 
Taicoun, en van 

Uwe 
Exce

llentien persoonlijk.

Met 
achting 

en 
eerbied

/get/Duchesne 
de 

Belleco
urt

(hに
g.)gevolmagd 

Minister 
van 

Frankrijk

in 
Japan

M
 

en M



V
oor 

juiste 
vertaling

D
e 

Secretaris 
Interprete

O
FFIC

IA
L

 
SE

A
L

M

A
lphonse 

V
an 

der 
V

oort

A
an 

H
unne 

E
xcellentien 

de 
E

dele 
L

eden 
der 

G
orogio

M
inisters 

van 
B

ruitenlandsche 
Z

aken

(C
) 

-----b( -

L
E

G
A

T
IO

N

E
T

C
O

N
SU

L
A

T
 

G
E

N
E

R
A

L
Y

okoham
a 

Y
edo.te 

1" 
Janvier 

1864

D
E

 
FR

A
N

C
E

A
U

JA
PO

NE
xcellence

   
J'ai 

reçu 
la lettre 

que vos 
E

xcellences 
m

'ont 
fait 

l'honneur 
de m

'écrire 
à l'occasion 

de notre 
nouvel 

an. 

   
E

n 
faisant 

parvenir 
à vos 

E
xcellences 

l'expression 
de m

es 
rem

erciem
ents 

pour 
cette 

attention, 
je 

saisis 

l'occasion 
de leur 

exprim
er les 

souhaits 
que 

je 
form

e 
pour le 

bonheur 
du 

Japon, 
de Sa 

M
ajesté le 

T
aïcoun 

et 
de 

L
eurs 

E
xcellences 

personnellem
ent.



堰国十㌍麗袖材召孟桜樺贈軽来(「午母川K三ヘー)『課畑掴無《鯉』

Avec 
respect 

et 
consid駻

ation.

ALeurs 
Excellences

Duchesne 
de 

Bellecourt

Mi
nistre 

nl駭
inotentiaire

De
 

France 
au 

Japon

OFFICIAL 
SEAL

Les 
nobles 

membres 
du 

Gorogio, 
Ministres 

des 
Affaires 

Etrang鑽
es

3

(寸
)椋

幸
く
一

3
Y馘

o

Her 
Majesty's Legation,

Yokohama,27th 
January 

1865

The 
Undersigned, 

Her 
Britannic 

Ma
jesty's 

Charg馘
'affaires, 

has 
the 

honor 
to 

congratulate 
Your

Excellencies 
on 

the 
new 

year, 
and 

trus
ts 

that 
the 

future 
relations 

between 
the 

two 
countries 

may 
be

conducted 
on 

the 
same 

satisfactory 
footin

g 
as 

during 
the 

past 
year.

With 
respect&Consideration

雪oっ



Charles 
A. 

Winchester
〇一〇っ

Their 
Excellencies

The 
Ministers 

for 
Foreign 

Affairs

Yedo

(ゆ
)裸

採
N

Yokohama,27`h 
Janry 

1865

 
 The 

Undersigned, 
Her 

Britannic Majes
ty's Japanese 

Secretary of Legation, has the honor 
to congratulate

Your 
Excellencies on 

the 
new 

year, 
and 

trusts 
that 

the 
same 

mutual 
friendly feeling and 

good

understanding 
may 

be continued, as exi
sted heretofore.

 
 
With 

respect&Consideration

 
  

  
Martin 

Dohmen

Their 
Excellencies

The 
Governors 

of 
Foreign 

Affairs

Yedo

(⑩
)椋

祝
。
つ

Yokohama, 
le 

15th 
February 

1866

CONSULAT 
GENERAL

DE 
LA 

CONFEDERATION 
SUISSE



堪日十㌍器蜘採侭遺桜群騰軽帯(「午廿川{ぺー)『蘇畑佃繕髪畢』

AU 
JAPON

Excellencies,

On 
the 

beginning 
of 

the 
new 

y
ear 

I 
beg 

to 
present 

you 
my 

sincere 
felicitations, 

to 
express 

my

thanks 
for the friendly relations with[si

c]you 
have 

hold[sic]with 
our(my)government 

during the past

year&(and)to 
wish 

that those relati
ons will never be 

interrupted but 
remain 

as they have 
been 

during

the past.

With 
respect

The 
Swiss 

General 
Consul 

in Japan(D)

Rudolph 
Lindau

To 
their 

Excellencies,

The 
Ministers 

of 
Foreign 

Affairs

Yedo

(the Members 
of the Gorodju

     
Yedo)

※
 

櫛
鶏
A」

(∋
櫟

十
)く楚

遊
壁

匡
:D痙

緬
eや

e簑
11咽

瞳
細

拘
黒

》
3ゆ

。
1巨

:#ﾘN 
:櫛

o喫
掴

樫
如
( 

)粒
偲

⊃
々
Q

(卜
)極

悩
。
つ

No 
29/73

Kanagawa,15 
Februarij 

1866
ト一。 っ



Bii 
het 

intreden 
van 

het 
Janansche 

Nieuw-iaar 
kan

ik niet nalaten Uwe 
Excellencien mijne 

hartlijke en 
welgemeende 

gelukswenschen 
aantebieden. Ik hoop 

dat

dit jaar rust, vrede 
en 

Bendragt 
in het

 Japansche 
rijk mogen 

heerschen 
en 

de 
vriendschapsbetrekkingen

tusschen 
de 

Nederlandsche 
Regering 

en 
het Japansche 

Keizerrijk, die reeds sedert zoo menigvuldige 
jaren

dagteekenen, niet alleen mogen 
blijven bestaan, maar 

zich meer 
en 

meer 
mogen 

uitbreiden.

 
   

   
   

    
   

 
Met 

den 
meesten 

e
erbied heb 

ik de 
eer te zijn,

QO肖。う

De 
Politieke 

Agent 
en

 
Consul 

Generaal

der 
Nede

rlanden 
in 

Japan

Dde 
Grae

ff 
Van 

Polsbroek

Aan

Hunne 
Excellentien 

de 
Ministers

van 
Buitenlandse 

Zaken 
te

Yedo

(。。
)桝

く
寸

Vertaling

Kanagawa 
den 

15den 
Februarij,1866

Uwen 
HoogE

delGestrengen 
heb 

ik de 
eer bij gelegenheid van 

het japansche

Nieuwjaarsfeest mijne beste wenschen 
t
e uiten voor 

Uwer 
HoogEdelGestrengen 

persoonlijk welzijn zoowel



堪川十繹監細裾枢綜桜樺騰軽帯(「郎世川赦ぺー)『珠畑柵寵黒畢』

als voor de voortduring en bekrachtiging
 
der vriendschappelijke betrekkingen tusschen Pruisen 

en Japans.

Aan

Met 
eerbied,

De 
Koninklijke Pru

issche 
Consul 

in Japan.

Hunne 
HoogEdelGestrengen,

w.g 
Brandt

.

voor 
de 

Vert
aling

[Signature]

de 
Goeverneurs 

van 
Buitenlandsche

Zaken,

(①
);顛

採
一

teYedo.

Kanagawa 
den 

15ten 
Februar 

1866

Eueren 
Hoc

hwohlgeboren 
habe 

ich die Ehre 
bei Gelegenheit 

des japanischern

Neujahrfestes, meine 
besten 

W�
sche 

f
�
 Ihr pers�

liches Wohlergehen 
sowie 

f�
 die Fortdauer 

und 
Kr臟

tigung 
der 

freundschaftlichen 
Beziehungen 

zwischen 
Preuﾟen 

und 
Japan 

auszusprechen.

Mit 
Ehrerbietung

Der 
K�

iglich 
Preuﾟische 

Konsul 
in 

Japan

①一。う



Brandt

An

ONσっ

Ihre 
Hochwohlgeboren,

die 
Gouverneure 

der

Ausw舐
tigen 

Angelegenheiten

in

Yedo

(OH)椋
採

寸

From 
Sir Harry 

Parkes 
K.C.B. 

Her 
Brit

annic Majesty's Envoy 
Extraordinary 

and 
Minister Plenipotentiary

etc-etc.

To 
Their Excellencies the Members 

of t
he Gorojiu.

February 
15`h 1866

The 
Undersigned 

begs 
to 

congratulate 
Their 

Excellencies 
on 

the 
occasion 

of 
the 

new 
year. 

He 
trusts

that 
it 

will 
be 

marked 
with 

much 
add

itional 
prosperity 

to 
Japan 

and 
with 

increased 
intimacy 

in 
the

relations 
between 

Their 
Excellencies 

and 
the 

Undersigned.

With 
Respect 

and 
Consideration

Harry 
S.Parkes



H.B.Ms.Envoy 
Extraordinary 

and 
Mi

nister 
Plenipotentiary 

in 
Japan

(HH)堰
採

ゆ

Mission 
extraordinaire

Yokohama, 
den 

l lden 
October 

1866

de 
Belgique

Aan 
Hunne 

Excellentien 
de 

Ministers
 

van 
Buitenlandsche 

Zaken

田十繹篇細採枢ま帳睡騰軽栄(「.+計田Kぺー)『昧劃椥確田～畢』

e t
O

d
e
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Door 
den 

brief 
van 

Uwe 
Excellentien 

van 
den 

i満
sten 

dag 
der 

8ste 
maand 

van 
het 

2de 
jaar 

van 
Kei 

O,

heb 
ik 

met 
droefheid 

vernomen 
dat 

Z勀
ne

 
Majesteit, 

de 
Taikoen 

overleden 
is.

 
 
 

Ik 
maak 

wenschen 
voor 

het 
geluk 

v
an 

Japan 
onder 

de 
regering 

van 
Zijne 

nieuwe 
Majesteit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 
eerbied 

en 
achting.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste 
t'Kind

(NH)脚
×
ゆ

British 
Legation

September 
6`h 

1866

   
Her 

Majesty's Consul 
at Nagasaki 

h
as 

reported to the Undersigned 
that on the 12`h August 

the British

steamer"Kestrel"was 
fired upon 

as she
 
was 

passing the batteries of Kokura. 
As 

many 
as ten cannonshot

are stated to have 
been 

discharged at h
er, but fortunately the vessel was 

not struck, though 
several of the

一N◎っ



shot 
passed 

through 
the 

rigging 
and 

one 
hit 

the 
British 

Ensign 
which 

was 
flying 

at 
the 

peak.
N羽

   
As 

far as the 
Undersigned 

is infor
med 

nothing 
had 

been 
done 

on 
the part of the"Kestrel"to 

justify

this attack. She 
was 

on 
a 

voyage 
from 

Yokohama 
to Nagasaki 

and, as is usual 
with 

foreign vessels, had

anchored 
during the 

night in the Strait
 of Shimonoseki. 

She 
had 

a perfect right to do 
this as she had 

no

knowledge 
of the state of war 

existing t
here which 

the Tycoon's Government 
had 

entered on without giving

notice to foreign powers.

  
 
The 

Undersigned 
is at a 

loss there
fore to understand 

with 
what 

object she could have 
been 

fired at,

and 
it is singular that up 

to the 27`h A
ugust, 

or fifteen days 
after the attack was 

made 
the Governor 

of

Nagasaki 
was 

unable 
to afford Her 

Ma
jesty's Consul 

the 
least explanation 

although 
Kokura 

is in 
the

vicinity of that Port.

   
It is essential however 

that 
the 

affair should 
be 

fully and 
satisfactorily accounted 

for and 
the

Undersigned 
must 

accordingly look to th
e Ministers at the head 

of the Government 
of the Tykoon[sic]for

the 
necessary 

explanations 
which 

it i
s to 

be 
regretted were 

not 
promptly 

rendered 
by 

the 
Japanese

Authorities in Kiushiu 
to Her 

Majesty's
 Consul 

at Nagasaki.

He 
trusts 

Their 
Excellencies 

will 
see 

that 
this 

is an 
affair which 

should 
be 

settled 
without 

delay, 
and

he 
accordingly 

looks 
for 

an 
early 

reply.
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With 
Respect 

and 
Consideration

Harry 
S.Parkes

Her 
Britannic Majesty's Envoy 

Extraord
inary 

and 
Minister Plenipotentiary in Japan

To 
Their 

Excellencies

The 
Ministers 

for 
Foreign 

Affairs

etc-etc-etc一

(oO一
)極

干
く
ゆ

No 
225/430

Yedo,6December 
1867

Bij mijne 
terugkomst 

van 
Nagasaki 

had 
ik de 

eer

te 
ontvangen 

de 
missive 

van 
Uwe 

Excelle
ncien 

dd 
23te 

dag 
der 

10de 
maand 

en 
bijlagenに

 
 
 
 
 
 
 

De 
vertaling 

in 
het 

Hollandsch 
van 

die 
stukken 

was 
echter 

zoo 
slecht 

en 
zorgeloos 

gemaakt, 
dat 

ik

hoegenaamd 
niets 

van 
den 

inhoud 
heb 

kunnen 
begrijpen.

 
 
 
 
 
 
 

De 
Minister 

van 
Engeland 

heeft 
echter 

de 
goedheid 

gehad 
mij 

een 
afschrift 

te 
doen 

nemen 
van 

de

door 
den 

Heer 
Satow 

gemaakte 
vertalin

g 
en 

ben 
ik 

derhalve 
op 

de 
hoogte 

gekomen 
der 

belangrijke

gebeurtenissen 
van 

den 
laatsten 

tijd.

 
 
 
 
 
 
 

Met 
de 

meeste 
belangstelling 

h
eb 

ik 
daarvan 

kennis 
genomen 

en 
zal 

met 
de 

eerst 
vertrekkende

mail 
mijne 

Regering 
daarmede 

in 
wetens

chap 
stellen. 

Ik 
bied 

Uwe 
Excellentie 

mijne 
dankbetuiging 

aan

。っN。っ



voor 
de 

aan 
mij 

gedane 
mededeeling 

e
n 

voor 
de 

toezegging mij 
met 

hetgeen 
verder 

zal worden 
beslist

bekend 
te 

maken.

Met 
den 

meesten 
eerbied heb 

i
k de eer te zijn.

Aan

De 
Politiek 

Ag
ent 

en 
Consul 

Generaal

der 
Nederlanden 

in 
Japan

D.de 
Graeff 

van 
Polsbroek

Zijne Excellentie den 
Minister

van 
Buitenlandsche 

Zaken

(寸一
)椋

採
⑩

te 
Yedo

CONSULAT 
GENERAL

DE 
LA 

CONFEDERATION 
SUISSE

AU 
JAPON

Yokohama, 
le 

lst 
May 

1866

Excellencies

Ihave 
the 

honour 
to 

inform 
you 

that 
I 

am 
going 

to 
Yedo 

Friday 
the 

4th 
ofMay 

and 
that 

I 
wish 

to

have 
an 

interview 
with 

your 
Excellencies 

the 
next 

day 
Saturday 

the 
5th 

to 
hand 

you 
over 

the 
copy 

of 
my

蕊。っ



nomination.

You 
will 

please 
appoint 

for 
that 

day 
such 

hour 
as 

might 
be 

convenient 
to 

you.

I 
have 

the 
honour 

to 
be 

with 
high

 
consideration.

川十鰹監細採枢孟桜騰騰宴来(「.臣掛国《ぜー)『蘇畑舶繕曳鯉』

The 
General 

Consul 
for

 
the 

Swiss 
Confederation 

in 
Japan

OFFICIAL 
SEAL

To 
their 

Excellencies

O.Brennwald

The 
Members 

of the Gorodju

(ゆ
H)堰

採
卜

Yedo

Buitengewoone 
Missie

van 
Belgie

Aan 
Hunne 

Excellencien

de 
Minsters 

van 
Buitenlandsche 

Zaken

te 
Yedo.

Yokohama,31 
Mei 

1866



  
   

  
Ingevolge de mededeeling, 

die i
k de 

eer heb 
gehad 

aan 
Uwe 

Excellencien onder

dato 
16 

dezer 
te 

rigten, heb 
ik 

het 
bezoek 

van 
den 

Gouverneur 
van 

Buitenlandsche 
zaken, 

Ishino

Tsikoesenno 
kauri ontvangen, 

wien 
ik h

eb 
verzocht aan 

Uwe 
Excellencien te willen mededeelen, 

dat zijne

Majesteit de Koning 
der Belgen 

mij Bene
n 

Koninklijken Brief, ann 
zijne Majesteit den 

Taikoen 
gerigt, heeft

doen 
toekomen, 

om 
Hem 

het 
overlijd

en van 
zijne Majesteit, Leopold 

I 
en 

zijne troonsbeklimming 
ter

kennisse te brengen. 
Ik heb 

aan 
den 

Gouverneur 
van 

Buitenlandsche 
Zaken 

verklaard, dat alhoewel 
het

gebruik vordert, dat de Gezant 
des Koni

ngs, in persoon, zulk Benen 
Koninklijken Brief overhandigt aan 

den

Sourverein 
aan 

wien 
dezelve is gerigt,

 zijne Majesteit de Taikoen 
zich te Osaka 

bevindende, 
heb 

gedacht

wel te doen, eene 
audientie aan 

Uwe 
Ex

cellencien te vragen 
om 

Hen 
den 

Koninglijken Brief te remitteren

en 
tevens te verzoeken 

om 
denzelven 

aa
n 

zijne hooge bestemming 
te willen bevorderen.

  
   

  
Het 

weigerend 
antwoord 

dat 
de 

Gouveneur 
van 

Buitenlandsche 
zaken 

mij 
tot 

mijne 
groote

verwondering 
heeft gegeven, kan 

alleen naar 
mijne overtuiging aan 

een misbegrip worden 
toegeschreven. Te

dikwijls ben 
ik in de gelegenheid 

gewee
st 

om 
te erkennen 

hoezeer Uwe 
Excellencien de 

oplettendheid en

achting, die de beschaafde Natien 
onder 

elkanderen verschuldigd zijn, waarderen, 
om 

niet verzekerd 
te zijn,

dat 
Uwe 

Excellencien ten 
zeerste den

 
weigerenden 

brief welke 
aan 

mij 
voor 

Benige 
dagen 

gerigt is

geworden, 
afkeuren 

willen.

  
   

  
Indien echter, hetgeen 

ik het ee
nvoudigste en gemakkelijkste geloofde te zijn, moeye 

lijkheden zou

ontmoeten, 
zal ik zeer goed 

in eenigen 
tijd de geneigdheid kunnen 

nemen, 
mij naar 

Osaka 
te begeven 

en

in persoon 
aan 

zijne Majesteit den 
Tai

koen 
den 

Brief van 
den 

Koning, 
mijn 

Doorluchtige 
Souverein, te

㊤N。っ
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overhandigen.

De 
verheven 

gevoelens van 
zij

ne Majesteit den 
Taikoen 

en 
zijne opgehelderde 

politiek ten opzigte

der vreemde 
Mogenheden 

zijn te goed 
bekend, 

om 
mij een 

oogenblik te doen 
aarzelen dat zijne Majesteit

niet met 
het 

grootste belang 
den 

brie
f van 

bekendmaking 
zoude 

ontvangen, 
dien Hem 

de 
Koning, 

mijn

Doorluchtige Meester, 
door de 

naauwste
 
bloedverwantschap 

of vriendschap 
aan 

de 
magtigste Vorsten 

der

Wereld 
verbonden, 

heeft 
gerigt.

Met 
eerbied 

en 
achting

Aug. 
t'Kint 

de 
Rk

卜N。っ



『
近
代
日
本
研
究
』第
二
十
三
巻 

正
誤
訂
正 

 

『
福
沢
諭
吉
全
集
』
（
一
九
六
三
年
刊
）
未
収
録
幕
末
外
交
文
書
訳
稿
十
三
編 

三
〇
三
頁 

七
行
目 

【誤
】
孛
漏
生
と
日

而

本
と
の
懇
親
な
る
交
際
永
続
し 

【
正
】
孛
漏
生
と
日
本
と
の
懇
親
な
る
交
際
永
続
し 

 


